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環
境
委
員
会
）

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
九
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
湖
沼
が
国
民
の
生
活
や
生
産
活
動
に
と
っ
て
重
要
な
資
産
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
水
質
に
つ
い
て
は
顕
著
な

改
善
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
状
況
に
か
ん
が
み
、
指
定
湖
沼
の
水
質
の
保
全
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
対
策
に
加
え
て
、
指
定

地
域
に
お
け
る
規
制
対
象
施
設
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
農
地
、
市
街
地
等
か
ら
の
流
出
水
に
係
る
対
策
の
実
施
の
推
進
、
湖

辺
の
環
境
の
保
護
等
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
地
、
市
街
地
等
か
ら
流
出
す
る
汚
濁
負
荷
の
削
減
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
は
流
出
水
対
策
地
区
を
指
定
し
、
当

該
地
区
に
係
る
流
出
水
対
策
推
進
計
画
の
策
定
、
流
出
水
対
策
の
実
施
の
た
め
の
指
導
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

二
、
湖
沼
の
水
質
の
改
善
に
資
す
る
植
生
を
保
護
す
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
湖
辺
環
境
保
護
地
区
に
お
い
て
植

物
の
採
取
等
の
行
為
を
行
う
場
合
に
届
出
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
は
必
要
に
応
じ
当
該
行
為
に
対
す
る

措
置
命
令
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
の
一
層
の
削
減
を
図
る
た
め
、
事
業
場
か
ら
の
排
出
水
に
係
る
負
荷
量
規
制
に
つ
い
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て
、
こ
れ
ま
で
適
用
を
除
外
し
て
き
た
既
設
事
業
場
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
湖
沼
水
質
保
全
計
画
に
対
す
る
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
、
都
道
府
県
知
事
は
、
湖
沼
水
質
保
全
計
画
の

策
定
に
当
た
っ
て
、
指
定
地
域
の
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


